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常任幹事会運営規則 

 

 

（目的） 

第１条 この規則は、一般社団法人兵庫県経営者協会（以下「本協会」という）定款第３６条の

規定に基づき設置される常任幹事会の構成および運営に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

 

（常任幹事会の任務） 

第２条 定款第３６条に規定する常任幹事会は、定款第３８条に規定する委員会・専門部会・

研究会の活動に意見し、かつ定款第４条に規定する本協会の事業を推進するにあ

たり必要な種々の情報を入手することにより、事業全般を活性化することを任務とす

る。 

 

（常任幹事会の構成） 

第３条 常任幹事会は、定款第３７条２項に規定する構成員をもって組織する。 

 

（常任幹事会の開催） 

第４条 常任幹事会は、事業年度毎に３回（９月・１２月・３月）開催する。 

２ 常任幹事会の招集は、定款第３７条で定める幹事長が招集する。 

 

（理事会への意見反映） 

第５条 本協会の活動全般に関する意見その他議論の主な内容については、理事会に報告

することとし、検討事項がある場合には、理事会は次回の常任幹事会において検討

結果を報告するものとする。 

 

（事務局） 

第６条 常任幹事会の事務局業務は、本協会の事務局が対応する。 

 

 

附則 

１. この規則は、２０２５年３月１４日に制定、２０２５年４月１日から施行する。 

 

以上 

 


